
	第3節	 国全体の防衛体制の強化

1	 以上、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議（議長：内閣官房長官）でとりまとめられた「総合的な防
衛体制の強化に資する研究開発の推進のための重要技術課題」（令和5年8月25日）より抜粋。

わが国を守るためには自衛隊が強くなければならない
が、わが国全体で連携しなければ、わが国を守ることは
できない。このため、わが国は、防衛力を抜本的に強化
することに加えて、外交力、情報力、経済力、技術力を含
めた国力を統合し、あらゆる政策手段を体系的に組み合
わせて国全体の防衛体制を構築することとしている。そ
の際、政府内の縦割りを打破し、政府一体となった取組
を強化していくことが不可欠である。

このような観点から、国家安全保障戦略では、防衛力
の抜本的強化を補完する取組として総合的な防衛体制の

強化を進めることとし、①研究開発、②公共インフラ整
備、③サイバー安全保障、④わが国と同志国の抑止力の
向上などのための国際協力の4つの分野における取組を
推進することとしている。また、こうした取組以外にも、
平素からの常時継続的な警戒監視や宇宙領域に関する取
組、大規模災害や在外邦人等の保護措置・輸送への対応
など、国の総力を挙げて対応すべき取組があることから、
防衛省・自衛隊は、関係省庁や地方公共団体などと緊密
に連携して対応し、国全体の防衛体制を強化していく。

	 1	 研究開発
最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用と安全保

障用の技術の区別は極めて困難となっている。世界では民
生用途でのイノベーションと防衛用途でのイノベーション
が、相互に影響し合う中で発展してきており、わが国でも
政府、民間のそれぞれで活発に進められている研究開発の
成果を防衛目的にも活用することは非常に重要である。

このような認識から、国家安全保障戦略において、研究
開発の分野における取組を進めることとし、防衛省の意見
を踏まえた研究開発ニーズと関係省庁が有する技術シー
ズを合致させることにより、総合的な防衛体制の強化に資

する科学技術の研究開発を推進することとしている1。
この考えに基づき、関係省庁の民生利用目的の研究の

なかで、総合的な防衛体制の強化にも資するものを「重
要技術課題」として当面推進していくこととし、2024
年度よりマッチング事業が認定されることとなった。

認定された事業については、関係省庁の取組のなかで
推進しつつ、防衛省の研究開発に結びつく可能性が高い
ものを発掘し、育成していくこととしている。

図表Ⅲ-1-3-1（2025年度のマッチング事業（研究開
発）の概要）、Ⅴ部1章1節2項2（防衛産業の活性化）

 参照

図表Ⅲ-1-3-1 2025年度のマッチング事業（研究開発）の概要

重要技術課題 マッチング事業の概要

エネルギー ・�太陽光発電エネルギーの送電技術に関する研究開発　・高性能な蓄電技術に関する研究開発
・高出力レーザー技術に関する研究開発　など

センシング
・測時、測位の高精度化技術に関する研究開発　・環境の電磁波測定技術に関する技術開発
・リモートセンシングに関する研究開発　・超高感度センシング技術に関する研究開発
・複数センサ情報の融合技術に関する研究開発　など

コンピューティング ・�量子コンピュータ等の次世代コンピューティングに関する研究開発　・エッジコンピューティングに関する研究開発
・光電融合技術を用いた研究開発　など

情報処理 ・膨大なデータの予測・抽出技術の研究開発　・AIを用いた環境、状況認識支援に関する研究開発
・�センサデータの効果的な可視化技術に関する研究開発　・生体状態の計測解析技術に関する研究開発　など

情報通信 ・高速大容量・低遅延通信技術に関する研究開発　・高速光通信デバイスに関する研究開発
・�量子技術によるセキュア通信技術に関する研究開発　など

情報セキュリティ ・�サイバー攻撃の観測技術の高度化に関する研究開発　・�サイバー空間のセキュリティ技術に関する研究開発
・�秘匿計算を用いたセキュリティ技術に関する研究開発　など

マテリアル ・�AI等の計算科学技術・高度計測技術を用いた材料に関する研究開発　・バイオ分野の材料・素材に関する研究開発
・自己修復する機能材料に関する研究開発　・耐熱材などの高度加工技術に関する研究開発　など

無人化・省人化 ・無人機の環境認識技術に関する研究開発　・�ブレイン・マシン・インターフェースに関する研究開発
・無人機の群制御技術に関する研究開発　など

機械（構造、設計、推進など） ・�過酷環境における安全性・信頼性に関する研究開発　・�数値解析を用いた設計・製造プロセスに関する研究開発
・次世代の飛行技術に関する研究開発　・衛星技術に関する研究開発　など
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	 2	 公共インフラ整備

2	 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律および重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律

3	 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」に規定する、電気・ガス・水道等のインフラ事業者

国家安全保障戦略では、自衛隊や海上保安庁による円
滑な利用を目的として、空港や港湾などの公共インフラ
を整備または機能を強化する政府横断的な仕組みや、平
素からの利活用に関するルール作りなどを行うこととし
ている。

このような方針のもと、安全保障環境を踏まえた対応
を実効的に行うため、南西諸島を中心としつつ、その他
の地域においても、自衛隊や海上保安庁が平素から必要
な空港や港湾を円滑に利用できるよう、関係省庁とイン
フラ管理者の間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け
ており、この枠組みを設けた空港や港湾を「特定利用空
港・港湾」としている。
「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主とし

つつ、自衛隊や海上保安庁の艦船、航空機の円滑な利用
にも資するよう、必要な整備や既存事業の促進を図るこ
ととしている。また、平素から円滑な自衛隊の人員・物
資の輸送などに資するよう、「特定利用空港・港湾」と自

衛隊の駐屯地などとのアクセスの向上に向け、道路ネッ
トワークの整備を図ることとしている。

図表Ⅲ-1-3-2（特定利用空港・港湾（2025年4月1
日現在））

図表Ⅲ-1-3-2 特定利用空港・港湾�
（2025年4月1日現在）

【凡例】
：空港
：港湾

（ ）は管理者

北九州空港（国）

博多港（市）

石垣港（市）

宮崎空港（国）

福江空港（県）
長崎空港（国）

徳之島空港（県）

鹿児島空港（国）

鹿児島港（県）

志布志港（県）
川内港（県）

西之表港（県）

名瀬港（県）

和泊港（県）

宿毛湾港（県）

須崎港（県）

高松港（県）

留萌港（市）

石狩湾新港（組合）

室蘭港（市）

苫小牧港（組合）

釧路港（市）

熊本空港（国）

敦賀港
（県）

熊本港（県）

八代港（県）

高知港（県）

南紀白浜空港（県）

平良港（市）

那覇空港（国）

大分空港（国） 境港（組合）
金沢港（県）

白老港（町）

函館港（市）
函館空港（国）

	 3	 サイバー安全保障

1　政府全体の取組
政府は、国家安全保障戦略を踏まえ、武力攻撃に至ら

ないものの安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイ
バー攻撃のおそれがある場合に能動的サイバー防御を導
入することなど、政府全体としてサイバー安全保障分野
における対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる
方針である。

特に、政府機関などの情報システムのサイバーセキュ
リティ確保についての施策を中心に取り組むこととし、
サイバー安全保障関連予算の増額を図るとともに、複数
の幹部職員の新たな配置や指揮命令系統の強化により、
内閣サイバーセキュリティセンター（

ニスク
N

National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity
ISC）の抜本的強

化を図ることとしている。また、能動的サイバー防御に
関する事業については、2024年11月、政府の有識者会
議において、サイバー攻撃を受けた時など政府と民間企
業がお互いに情報共有するなどの「官民連携の強化」や、

一定の条件下で通信情報の分析を行うなどの「通信情報
の利用」、サイバー攻撃を受けた場合に攻撃元にアクセ
スし被害を防止するといった「アクセス・無害化」など、
能動的サイバー防御の導入に向けた提言がまとめられ
た。この提言を踏まえて取りまとめたサイバー対処能力
強化法および同整備法2が2025年5月、国会で成立した。
これにより、基幹インフラ3などに対するサイバー攻撃
による被害防止のため、自衛隊が対処を行う特別の必要
がある場合に、自衛隊は通信防護措置を実施できること
となった。同法の施行に向けて、防衛省・自衛隊として
も、関係省庁と連携して政府の取組に積極的に貢献して
いく。

図表Ⅲ-1-3-3（政府関係機関などのサイバーセキュ
リティの強化）、1節1項5（サイバー領域における対
応）、2節4項2（サイバー領域）

 参照

 参照
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図表Ⅲ-1-3-3 政府関係機関などのサイバーセキュリティの強化

インターネット
センサー

Web 職員PC

メールクラウド

基幹システム

VPN機器

リモート各機器

IOTルータ
IOTカメラ

業務システム

DNSサーバ

インターネットに露出した
各種IT資産

C指定法人

B独法

A省

各機関と連携した
IT資産管理・セキュリティの強化

① IT資産の常時リスク評価
セキュリティインシデントの監視・
分析や脅威情報収集も活用した動
的な分析評価

② 脆弱性などの随時是正
政府横断的な評価に基づき
システムの脆弱性などを是正

政府セキュリティ人材
の底上げ

GSOCの増強・発展

センサーの常時監視を通じた
セキュリティ確保

① リアルタイム横断的監視

② 情報提供

③ 不正プログラム解析など

24時間/365日の
横断的な監視・通報

的確・迅速な情報共有による
各省庁の対応力向上

不正プログラム解析などによる
各種脅威情報の収集

〇既存のセキュリティ常時監視の枠組（GSOC: Government Security Operation Coordination team）の増強・発展を図る。
〇質・量ともに激しさを増すサイバー攻撃に対応するため、政府機関などのシステムを常時・組織横断的に評価し、システムの脆

弱性などを随時是正する仕組みを導入し、サイバー攻撃を受けにくい情報システムの実現を目指す。

4	 政府として一体となった対応が必要となる情報セキュリティにかかる事象が発生した際に、被害拡大防止、復旧、原因調査や再発防止のための技術的な
支援、助言などを行うチーム。

2　関係機関との連携や協力
防衛省・自衛隊は、警察庁、デジタル庁、総務省、外務

省、経済産業省と並び、サイバーセキュリティ戦略本部
の構成員として、NISCを中心とする政府横断的な取組
に貢献しており、例えばサイバー攻撃対処訓練への参加

や人事交流、サイバー攻撃に関する情報提供、情報セ
キュリティ緊急支援チーム4（

サイマット
C

Cyber incident Mobile Assistance Team
YMAT）に対する要員の

派遣などを行っている。また、NISCが実施している府
省庁の情報システムの侵入耐性診断に関し、自衛隊が有
する知識や経験を活用し、協力している。

	 4	 わが国と同志国の抑止力の向上などのための国際協力
わが国にとって望ましい安全保障環境を創出するため

には、わが国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国
の抑止力を向上させることが不可欠である。このため、
外務省は、同志国の安全保障上の能力や抑止力強化に貢
献することを目的に、政府開発援助（O

Official Development Assistance
DA）とは別に、

2023年、新たに無償による資金協力の枠組みである政
府安全保障能力強化支援（O

Official Security Assistance
SA）を創設した。OSAは、

同志国の安全保障上のニーズに応え、資機材の供与やイ
ンフラの整備などを行うものであり、外務省のみなら
ず、防衛省を含む関係省庁間で緊密に連携しつつ取組を

進めている。
2023年度は、フィリピン、マレーシア、バングラデ

シュ、フィジーの4か国の軍に対し、海洋安全保障分野の
警戒監視能力の向上に資する機材の供与を決定しており、
2024年度は、フィリピン、インドネシア、モンゴル、ジブ
チに対して、海洋安全保障分野の警戒監視や、航空管制
などの能力の向上に資する機材を供与することとした。
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図表Ⅲ-1-3-4（これまでのOSAの実績（2023～
2024年度））

5	 自衛隊法第80条第1項「内閣総理大臣は、第76条第1項（第1号に係る部分に限る。）又は第78条第1項の規定による自衛隊の全部または一部に対す
る出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。」

図表Ⅲ-1-3-4 これまでのOSAの実績�
（2023～2024年度）

年度 国名 E/N署名・交換日 供与金額 供与機材

2023年度

フィリピン 2023年11月3日 6億円 沿岸監視レーダー�
システム

バングラデシュ 2023年11月15日 5.75億円 警備艇
マレーシア 2023年12月16日 4億円 救助艇など
フィジー 2023年12月18日 4億円 警備艇など

2024年度

フィリピン 2024年12月5日 16億円 警戒管制レーダー
関連機材など

ジブチ 2024年12月25日 11億円 沿岸監視レーダー�
システムなど

インドネシア 2025年1月10日 10億円 高速警備艇
モンゴル 2025年2月10日 13億円 航空管制システム

（注）�E/Nは、日本政府と相手国政府との間で取り交わす交換公文（Exchange of 
Note）

	 5	 平素からの常時継続的な情報収集・警戒監視など

1　政府全体の取組
平素から常時継続的に情報収集・警戒監視を行い、収

集した情報などの分析を関係省庁が連携して行うこと
は、事態の兆候を早期に把握するとともに、事態に応じ
て政府全体で迅速な意思決定を行うために重要である。
このため、平素から政府全体として、連携要領を確立し
つつ、シミュレーションや統合的な訓練・演習を行い、
対処の実効性を向上させている。また、原子力発電所な
どの重要施設の防護、離島の周辺地域などにおける武力
攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態への対応について
も、平素から警察や海上保安庁と防衛省・自衛隊との間
で訓練や演習を行っている。

1節2項1（わが国周辺における常時継続的な情報収
集・警戒監視）

2　海上保安庁との連携強化
海上における治安の確保は第一義的には海上保安庁の

任務であるが、海上保安庁では対処できない場合には、
自衛隊も海上警備行動や治安出動により、連携して対処
することとなる。

また、他国からの武力攻撃が発生した場合には、自衛

隊が主たる任務として防衛出動により対処することにな
るが、どのような状況にも切れ目なく対応するため、自
衛隊と海上保安庁の連携強化はより一層重要になってお
り、海自と海上保安庁は、平素から共同訓練を行い、技
量向上と共同対処能力の強化に取り組んでいる。

自衛隊法第80条5には「海上保安庁の統制」について
定められており、2023年には、同条に基づく防衛大臣
による海上保安庁の統制の具体的な手続を含めた、防衛
出動命令が発出された場合における両機関の連携につい
ての「統制要領」が策定された。「統制要領」の策定を受

 参照

 参照

海上保安庁との共同訓練を行う海上保安庁練習船「こじま」（手前）、 
海自護衛艦「いずも」（奥）（2024年6月）
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け、防衛省・自衛隊は、共同訓練などを通じ、海上保安
庁との連携を一層強化していく。

2024年10月には、防衛省市ヶ谷地区において、武力
攻撃事態を想定した机上訓練を行い、海上保安庁が防衛
大臣の統制下で実施することが想定される、巡視船によ

る住民の避難や危険な海域付近を航行する船舶への情報
提供など、「統制要領」で確立した手続などを検証した。

図表Ⅲ-1-3-5（武力攻撃事態における防衛出動発令時
の防衛大臣による海上保安庁の統制要領）、Ⅰ部3章
2節2項6（2）（わが国周辺海空域における軍の動向）

図表Ⅲ-1-3-5 武力攻撃事態における防衛出動発令時の防衛大臣による海上保安庁の統制要領

海上保安庁に対する指揮

防衛省・自衛隊と海上保安庁の関係

（注）1　人事、経理などの事務は、国土交通大臣が海上保安庁長官を指揮監督する。
2　海上自衛隊の現場部隊指揮官が海上保安庁の現場勢力を指揮・統制することはない。

国土交通大臣防衛大臣

（注1）

内閣総理大臣

防衛省・自衛隊と海上保安庁が実施しうる事項（例）

統制の手続

●閣議決定を経て、海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れる。

・住民の避難、救援　　　・船舶への情報提供、避難支援
・捜索救難、人命救助　　・港湾施設などのテロなど警戒　　　・大量避難民への対応措置
（注）3　海上保安庁は、警察機関として、海上保安庁法に規定された所掌事務の範囲内で活動。

中央～現場
調整・連絡
（注2）

海上保安庁防衛省・自衛隊
海上保安庁長官

閣議決定（海上保安庁の統制）

	 6	 宇宙領域に関する取組

1　政府全体の取組
2023年、宇宙開発戦略本部は、国家安全保障戦略を

踏まえ、民間技術の防衛分野への活用などを含めた、宇
宙安全保障の分野の課題と政策を具体化させる宇宙安全
保障構想を初めて策定するとともに、それを反映した宇
宙基本計画を決定した。宇宙基本計画は、宇宙基本法に
基づいて策定されるわが国の宇宙開発利用の最も基礎と
なる計画であり、わが国の宇宙活動を支える総合的基盤
の強化を目標としている。宇宙安全保障構想では、宇宙
安全保障の目標を、わが国が、宇宙空間を通じて国の平
和と繁栄、国民の安全と安心を増進しつつ、同盟国・同

志国などとともに、宇宙空間の安定的利用と宇宙空間へ
の自由なアクセスを維持することとした。また、防衛
省・自衛隊のニーズを踏まえ、政府関係機関が行ってい
る先端技術の研究開発を防衛目的にも活用することで、
政府の研究開発を積極的に防衛力の抜本的強化につなげ
ることも記述された。

その後、宇宙安全保障構想などに基づき、同年、宇宙
に関する不測の事態が生じた場合において、事態を正確
に把握・分析し、官民が一体となって適切に対応するた
めの宇宙システムの安定性強化に関する官民協議会が設
置された。また、2024年3月には、安全保障・民生分野
において横断的に、技術・産業・人材基盤の維持・発展

 参照
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に係る課題について検討し、わが国が開発を進めるべき
技術を見極め、その開発のタイムラインを示した技術
ロードマップを含む宇宙技術戦略が策定された。

そのほか、政府全体の宇宙開発利用に関する政策の企
画・立案・調整などを行っている内閣府宇宙開発戦略推
進事務局が中心となり、宇宙活動法6、衛星リモセン法7

や、宇宙資源法8に基づき宇宙政策が進められている。
2節4項1（宇宙領域）

2　関係機関や宇宙関連産業との	
連携強化

情報収集、通信、測位などの目的で宇宙空間の安定的
な利用を確保することは、国民の生活とわが国の防衛の
双方にとって非常に重要である。このため、防衛省・自
衛隊は、宇宙航空研究開発機構（J

Japan Aerospace Exploration Agency
AXA）を含む関係機関

や民間事業者との間で、研究開発を含む協力や連携を強
化している。その際、民生技術の防衛分野への一層の活
用を図ることで、民間における技術開発への投資を促進
し、わが国全体としての宇宙空間における能力の向上に

6	 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
7	 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
8	 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律
9	 自衛隊は、災害派遣を迅速に行うため、全国の駐屯地などに初動対処部隊（F

ファスト・フォース
AST-FORCEと呼称）を、常時即応できる態勢で待機させている。

つなげていく。また、2023年、防衛省・自衛隊の宇宙関
連システムの運用開始に伴い、防衛省から衛星を運用す
る民間事業者などに対し、宇宙物体の軌道情報などに関
する情報提供を開始した。さらに、2023年、空自は、民
間宇宙事業者との活発な意見交換などを目的として、民
間のシェアオフィス内に宇宙協力オフィスを開所した。
空自は、このオフィスに隊員を常駐させて民間の事業者
との意見交換を行っており、得られた知見を将来の装備
品導入などに反映していくこととしている。

宇宙協力オフィスにおけるスタートアップ企業との意見交換会
（2025年2月）

	 7	 大規模災害などへの対応

1　政府全体の取組
（1）基本的考え方

地震や台風などの大規模災害、新型コロナウイルス感
染症といった感染症危機などは、国民の生命・身体・財
産に対する深刻な脅威であり、わが国として、国の総力
をあげて全力で対応していく必要がある。

大規模災害などに際しては、警察、消防、海上保安庁、
地方公共団体などの関係機関と緊密に連携して人命救
助、応急復旧、生活支援などを行う。

防衛省・自衛隊は、発災当初においては、被害状況の
速やかな把握に努め、最優先で人命救助を行う9ととも
に、地方公共団体、関係省庁などと役割分担、対応方針、
活動期間、民間企業の活用などについて調整しつつ、生
活支援などを行う。この際、被災により地方公共団体の

態勢が整っていない場合には、自衛隊側から「提案型」の
支援を行い、その後は地方公共団体のニーズに基づく活
動に移行する。また、自衛隊の支援を真に必要としてい
る方々が、支援に関する情報により簡単にアクセスする
ことができるよう、情報発信についても強化している。

Ⅱ部5章3項5（災害派遣など）

（2）地方公共団体との連携
自衛隊が災害派遣活動を円滑に行うためには、平素か

ら地方公共団体などと連携を強化することが重要であ
る。このため、①自衛隊地方協力本部への国民保護・災
害対策連絡調整官（事務官）の設置、②自衛官の出向（東
京都の防災担当部局）や相互交流（陸自中部方面隊と兵
庫県の間）、③地方公共団体からの要請に応じ、防災分野
で知見のある退職自衛官の推薦などを行っている。

 参照

 参照
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2025年3月末現在、全国47都道府県・493市区町
村に計690人の退職自衛官が、地方公共団体の防災・危
機管理部門などに在籍している。このような人的協力は、
防衛省・自衛隊と地方公共団体との連携を強化するうえ
で極めて効果的であり、実際の災害対応においてその有
効性が確認されている。特に、陸自各方面総監部は地方
公共団体の危機管理監などとの交流の場を設定し、情報
共有や意見交換を行い、地方公共団体との連携強化を
図っている。また、地方公共団体と共に災害対処訓練を
行い、災害対処能力の向上に加え、連携強化を図ってい
るほか、災害発生時には、地方公共団体に対して、部隊
などから速やかに連絡員を派遣し、地方公共団体と自衛
隊との間の調整の円滑化に努めている。

（3）防災・減災、国土強靱化のための5か年加速
化対策に基づく措置

2020年、防災・減災、国土強靱化のための5か年加
速化対策10が閣議決定された。本対策を踏まえ、防衛省
は、災害発生時において自衛隊の重要な機能を維持する
観点から、自衛隊の飛行場や港湾施設などのインフラ基
盤の強化や、自衛隊施設の復旧や活用などに必要な資機
材の整備、自衛隊施設の耐震化・老朽化対策について重
点的かつ集中的に取り組んでいる。

（4）災害派遣とわが国の防衛態勢の確保
近年、大規模かつ長期間の災害派遣活動が増えている

が、わが国の防衛態勢に影響が出ないように、平素の警
戒監視などの任務や練度の維持・向上のため、訓練・演
習についても滞りなく行っていくことが重要である。

このため、災害が発生した場合、防衛省・自衛隊は人

10	 気候変動の影響による気象災害の激甚化・頻発化、南海トラフ地震などの大規模地震の切迫、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの老
朽化を踏まえ、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る必要があり、また、国土強靱化の施策を効率的に進めるためにはデジタル技術の活
用などが不可欠である。このため、激甚化する風水害や切迫する大規模地震などへの対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対
策の加速、国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化などの推進の各分野について、さらなる加速化・深化を図ることとし、2025年
度までの5か年に追加的に必要となる事業規模などを定め、重点的・集中的に対策を講ずることとしている。

11	 内閣府におかれる会議の一つとして、内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者と学識経験者により構成されており、防災基本
計画の作成や、防災に関する重要事項の審議などを行っている。

12	 石川県知事からの災害派遣要請は2024年1月1日。富山県知事からの災害派遣要請は同月4日。

命救助活動などに自衛隊の有する能力を最大限に活用
し、全力で対応するが、生活支援などの活動については、
地方公共団体や関係省庁などと対応方針や役割分担、民
間企業の活用などの調整を行い、適切な態勢や規模、期
間で活動することとしており、今後も、わが国を防衛す
る態勢を確保しつつ、適切に災害派遣活動を行っていく。

2　自然災害などへの対応
（1）地震対処計画の策定

防衛省・自衛隊は、中央防災会議11で想定している首
都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震といった大規模地震や津波が発生した際に、
迅速かつ組織的に災害派遣を行えるよう、必要な計画を
策定している。

（2）令和6年能登半島地震にかかる災害派遣
2024年1月1日、石川県能登地方を震源とする最大

震度7の地震が発生したことに伴い、防衛省・自衛隊は、
石川県知事と富山県知事からの災害派遣要請を受けて、
人命救助などの災害派遣活動を行った12。同月2日には、
陸自中部方面総監を指揮官とする統合任務部隊を編成
し、最大時は約14,000名態勢で活動を行った。本活動
においては、人命救助のほか、衛生支援、輸送支援、給食
支援、給水支援、入浴支援や、車両などを通行させるた
めの道路啓

けい
開
かい

などを行った。この際、避難所などの訪問
による被災者の要望の把握や、P

Private Finance Initiative
FI船舶を活用した休養

施設の運営など、被災者に寄り添うことに留意したきめ
細かな活動を行った。また、予備自衛官と即応予備自衛
官を招集し、約200名が生活支援や衛生支援の活動に従

資料：災害派遣について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/index.html

資料：防衛省・自衛隊（災害対策）X
URL：https://x.com/ModJapan_saigai
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事した。さらに、在日米軍に支援を要請し、航空機によ
る支援物資の輸送支援を受けた。

防衛省・自衛隊は、同年2月2日に統合任務部隊から陸
自中部方面隊を中心とした態勢に移行し、同年8月31日
に活動を終了した（富山県における活動は同年1月9日に
終了）。（①活動人員（のべ1,140,000名）、②物資輸送（食
料品約430万食、飲料水約230万本）、③給食支援（約26
万食）、④給水支援（約6,400t）、⑤入浴支援（約50万人））

（3）大雨にかかる災害派遣
ア　石川県能登半島における大雨にかかる災害
派遣
2024年9月21日、秋雨前線や線状降水帯などの影響

により、石川県の能登半島を中心に記録的な大雨が発生
し、輪島市、珠

す ず
洲市、能登町に大雨特別警報が発表され

た。この大雨により河川の氾濫や土砂災害が発生したた
め、石川県知事からの災害派遣要請を受けて、陸自と空
自が、最大時は約1,400名態勢で人命救助、道路啓開、

物資輸送、給水支援などの活動を行った。同年10月、輪
島市と能登町での活動が終了し、同年12月15日、珠洲
市において継続していた入浴支援活動を含む全ての活動
を終了した。（人員のべ約26,000名、車両のべ約960
両、航空機のべ約120機）

イ　山形県酒田市および最上郡戸沢村などにお
ける大雨にかかる災害派遣
2024年7月25日、山形県において大雨の影響により

河川が氾濫するなどの被害が発生し、山形県知事からの
災害派遣要請を受け、山形県酒田市や戸沢村などにおい
て、陸自と空自が人命救助活動などを行った。（人員のべ
約2,300名、車両のべ約420両、航空機のべ約10機）

人命救助活動(山形県酒田市)

（4）土砂災害にかかる災害派遣
2024年8月28日、愛知県蒲郡市において発生した土

砂災害に対し、愛知県知事からの災害派遣要請を受け、
陸自が人命救助活動などを行った。（人員のべ約100名）

また、同年10月23日、宮崎県延岡市において発生した
土砂災害に対し、宮崎県知事からの災害派遣要請を受け、
陸自が人命救助活動などを行った。（人員のべ約510名）

人命救助活動(愛知県蒲郡市)
行方不明者捜索(石川県能登町)(2024年9月)

入浴支援活動(石川県珠洲市)(2024年4月)
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（5）鳥インフルエンザ発生にかかる災害派遣
2024年4月から2025年3月末までの間に発生した

鳥インフルエンザ対応のうち、自治体のみで対応ができ
なかったものについて、自衛隊は6県（岩手県、新潟県、
茨城県、千葉県、愛知県、島根県）において、各知事から
の災害派遣要請を受け、陸自により鳥インフルエンザの
発生鶏舎などにおける殺処分支援を行った。（全ての活
動をあわせて人員のべ約6,500名）

鳥インフルエンザの発生における殺処分支援 
(千葉県銚子市)(2025年1月)

（6）林野火災にかかる災害派遣
2024年4月から2025年3月末までの間に発生した

林野火災のうち、自治体による消火活動で鎮火できな
かったものについて、自衛隊は14都道県（北海道、岩手
県、山形県、群馬県、山梨県、東京都（伊豆大島）、長野
県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、宮崎県、
鹿児島県（硫黄島））において、各知事からの災害派遣要
請を受け、陸自や空自のヘリコプターにより空中消火活
動などを行った。特に、2025年2月に発生した岩手県
大船渡市における林野火災においては、平成以降最大規
模の延焼範囲となるなか、自衛隊は自治体や消防と緊密
に連携して対応し、陸自と空自の航空機のべ約70機が
活動して、空中消火活動などを行った。（全ての活動をあ
わせて人員のべ約8,800名、車両のべ約1,100両、航空
機のべ約400機）

能登半島地震と能登半島大雨災害に従事した隊員の声

空自第23警戒隊　輪島分屯基地　総務主任　准空尉　出
で
村
むら
　里

さと
志
し

私の出身は石川県輪島市で自宅と実家があり、2024
年1月1日、能登半島地震により、自宅と実家が被災
し、同年9月21日の奥能登豪雨で再び被災しました。
二度の被災と子供のころから見慣れた町が見たことの
ない景色となったことに、大きなショックを受けまし
たが、「地元にできる限り貢献する」と強い気持ちが芽
生えました。災害派遣活動では、能登半島地震におい
ては、人命捜索、物資輸送、給食支援、広報活動を、
奥能登豪雨においては、広報活動を中心に実施しまし
た。その中で、特に記憶に残った活動は、避難所での
給食支援活動です。空自では、給養員が専門で調理を
していますが、災害派遣活動においては、大半が他職
種で編成され、若い隊員の中には初めて包丁を握る者
もいましたが、「団結力・協調性・柔軟性」をモットー
に任務を完遂できました。また、避難された方々から

「輪島分屯基地の隊員が調理した食事は美味しい。」と
の感想をいただき、最高に嬉しかったです。少しは地
元に貢献できたかなと思いました。

2024年は、二つの重災害とその災害派遣活動を経験
し大変な年でしたが、心が折れず頑張れたのは家族の
理解と支えがあったからこそです。心から感謝してい
ます。

VOICEVOICE

給食支援活動行う輪島分屯基地の隊員の様子
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林野火災における空中消火活動(岩手県大船渡市)

資料18（災害派遣の実績（過去5年間））

3　救急患者の輸送
自衛隊は、医療施設が不足している地域の救急患者を

ヘリコプターなどの航空機で輸送（緊急患者空輸）して
いる。2024年度は災害派遣総数377件のうち、318件
が救急患者の輸送（急患輸送）であり、南西諸島（沖縄
県、鹿児島県）や小笠原諸島（東京都）、長崎県の離島な
どでの活動が大半を占めている。

空自航空機による救急患者の輸送(北海道奥尻町)(2024年4月)

4　原子力災害への対応
防衛省・自衛隊では、原子力災害に対処するため、原

子力災害対処にかかる計画を策定している。また、国、
地方公共団体、原子力事業者が合同で実施する原子力総
合防災訓練に参加し、地方公共団体の避難計画の実効性
の確認や原子力災害緊急事態における関係機関との連携
強化を図っている。

	 8	 在外邦人等の保護措置および輸送への対応

1　基本的考え方
海外に滞在または渡航する邦人の保護は政府の最も重

要な責務の一つである。
防衛大臣は、外国での災害、騒乱その他の緊急事態に

際し、外務大臣から在外邦人等の警護、救出などの保護
措置または輸送の依頼があった場合は、外務大臣と協議
したうえで、在外邦人等の保護措置または輸送を行うこ
とができる。このため、防衛省・自衛隊は平素から外務
省をはじめとする関係省庁と緊密に連携し、事態に即応
できるように準備している。

Ⅱ部5章3項7（在外邦人等の保護措置および輸送）、
資料19（自衛隊による在外邦人等の輸送の実施につ
いて）

2　防衛省・自衛隊の取組
在外邦人等の保護措置または輸送を迅速かつ的確に行

うため、自衛隊は、部隊を速やかに派遣する態勢を維持
している。具体的には、陸自ではヘリコプター部隊と陸
上輸送を担当する部隊の要員を、海自では輸送艦などの
艦艇（搭載航空機を含む。）を、空自では輸送機部隊と派
遣要員をそれぞれ指定し、待機態勢を維持している。

また、在外邦人等の保護措置または輸送を行うにあ
たっては、陸・海・空自の緊密な連携が必要となるため、
平素から訓練などを行い、連携要領や能力の向上を図っ
ている。このような訓練は、国内外において関係機関と
も行っており、毎年タイで行われている多国間共同訓練

「コブラ・ゴールド」では、関係省庁や在タイ日本国大使
館などの協力のもと、在外邦人等の保護措置における一
連の活動を訓練し、防衛省・自衛隊と外務省との連携の
強化を図っている。

 参照

 参照
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防衛省・自衛隊は、これまでに8件の在外邦人等の輸
送を行っており、2024年はこのうちの1件、在レバノ
ン共和国邦人等の輸送を行った。

2024年9月27日、レバノン共和国において、イスラ
エル軍が首都ベイルート近郊を含む大規模空爆や南部で
地上作戦を行うなど、現地情勢が急激に悪化したことか
ら、防衛大臣は、外務大臣の依頼を受け、空自の輸送機
をヨルダンとギリシャに移動させ、待機することを命令
した。本命令を受け、同年10月3日、C-2輸送機2機が
本邦を出発した。同日、防衛大臣は、外務大臣からの依
頼を受け、在レバノン共和国邦人等の輸送を命令し、同
月4日、C-2輸送機2機のうち、1機により、レバノン共
和国から16名の邦人等13をヨルダンまで輸送した。

資料20（在外邦人等の輸送実績）

在レバノン共和国邦人等の輸送において邦人等を 
ヨルダンで出迎えた時の様子

13	 邦人11名とその外国籍の家族1名、フランス人4名の計16名。

3　中東・アフリカ地域における	
在外邦人等の安全確保などの取組

防衛省・自衛隊は、これまで、2016年の在南スーダ
ン邦人等輸送や、2021年のエチオピア情勢悪化に伴う
調査チームの派遣といった場面で、自衛隊の海賊対処部
隊が使用しているジブチ共和国の活動拠点（ジブチ拠点）
を活用してきた。

こうした経験も踏まえ、国家安全保障戦略において、
「ジブチ政府の理解を得つつ、在外邦人等の保護に当
たっても、海賊対処のために運営されているジブチにあ
る自衛隊の活動拠点を活用していくこと」が示された。
その後も、ジブチ拠点を活用し、2023年に在スーダン
邦人等輸送を実施したことなどを踏まえれば、今後も中
東・アフリカ地域において、在外邦人等の保護措置およ
び輸送の必要性が生じる可能性は排除されない。このた
め、政府は、2023年に「中東・アフリカ地域における在
外邦人等の安全確保等に関する政府の取組について」を
閣議決定した。

これを受け、海賊対処部隊に、ジブチ拠点における装
備品などの集積・管理、防衛協力・交流、情報収集・分
析など、在外邦人等の保護措置および輸送の可能性を見
据えた臨時の態勢整備の任務を新たに追加した。防衛
省・自衛隊は、在外邦人等の安全の確保に万全を期して
いく。

資料21（中東・アフリカ地域における在外邦人等の
安全確保等に関する政府の取組について）
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